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２００８年千葉県フットサルリーグ実施要項 

2013 千葉チャレンジリーグ 

実 施 要 項  

 

大 会 名 称 ： 2013 CHIBA Challenge League /2013 千葉チャレンジリーグ（略称：CCL） 

主 催 ： 公益社団法人 千葉県サッカー協会 

主 管 ： 千葉県フットサル連盟 

協 賛 ： 未定 

開 催 期 間 ： 2013年 7月～2014年 2月 

会 場 ： 千葉県内フットサル施設連盟加盟施設及びフットサル連盟が指定する 

体育館または施設 

参 加 資 格 ： １）千葉チャレンジリーグ参加申し込みにより参加権を得たチームであること。 

２）当該年度（公財）日本サッカー協会（以下、日本協会とする）及び（公社）千葉県サッカー協会

フットサル連盟のフットサル大会登録が完了したチームで、15歳以上(1997年 4月１日以前生

まれ）の選手で構成されていること。 

３）チームを構成する選手は、当該年度日本協会のフットサル個人登録を完了していること。 

４）登録選手の上限は設けないこととする。 

５）１チームあたり４名までの外国籍選手の登録を認める。ただし、当該外国籍選手は IFTC(国

際フットサル移籍証明書)により移籍が完了し、出入国管理および難民認定法に定める在留

資格を取得しているものとする。なお、外国籍選手が同時にピッチ上に２名を越えてはならな

い。 

６）女性の出場を認める。 

7）チーム・選手及び役員は、他の都道府県リーグ及び上位リーグに登録していないこと。二重登

録は認めない。（千葉県チャレンジリーグへの登録も不可とする） 

8）参加選手は、傷害保険（スポーツ安全保険等）に加入していること 

9）代表者は２０歳以上の者で、当該チームを指導掌握し責任を負うことのできる者であること。 

ユニフォーム ： １）本大会登録票に記載されたもののみ使用できる。 

２）大会登録後の背番号及びユニフォーム色・デザイン等の変更については、日本協会登録変

更承認を得た場合のみこれを承認する。 

３）ユニフォームの広告表示については、日本協会の『ユニフォーム規定』に基づき、承認を得た

場合のみこれを認める。 

  （申請費用は、一箇所、\10.500。申請用紙はチャレンジリーグ担当者に問い合わせること） 

４）ユニフォーム（シャツ／ショーツ／ソックス）は、フィールドプレーヤー・ゴールキーパーとも正

のほかに、副として正と異なる色彩のユニフォームをフットサル大会登録票に記載し、必ず携

行すること。尚、細部は、『ユニフォーム規定』に準ずる。 

５）ユニフォームはユニフォーム規定に準ずる。それ以外は使用できない。 

６）審判と同一または類似した色（黒、紺）のユニフォームを用いることはできない。ゴールキーパ

ーについても同様である。また、汗による変色で審判と同一または類似した色となるユニフォ

ームも使用できない。ショーツ（トラウザー）及びソックスの黒×黒等の組合せは認めない。 

７）ゴールキーパーがトラウザー（スウエット）を着用する場合は、登録されたショーツと同色のも

のとする。 

８）長袖のインナーシャツを着用する場合は、ユニフォームの袖と同色であること。長袖のインナ

ーシャツを複数人数が着用する場合は、（同じ物）でなければならない。 

また、２色以上を使用している場合は袖の主たる色と同じ色の物を着用すること。 

９）インナーショーツはショーツと同色のもののみ着用を認められる。 

 

競 技 規 定 

 

 

 

１０）タイツの着用についても、インナーショーツと同様でパンツと同色のみ着用を認める 

１）当該年度日本協会発行の「フットサル競技規則」及び決定事項による。 

２）本リーグにおいて退場を命ぜられた選手は、次の公式戦１試合に出場できない。それ以降の

処置については本リーグ規律委員会において審議・決定する。 

  退場に関しては直近の公式戦にて処分。リーグの累積に関してはリーグにて処分します。 

３）本リーグ期間中に警告の累積による出場停止試合 
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 ①警告の累積による公式試合の出場停止数は以下のとおりとする。 

  なお、同一試合で 2回の警告を受けて退場処分を受けた場合には、その 2回の警告は 

  累積に加算しない。 

(1) 1チームの最大試合数が 9 試合以下の場合 

警告の累積が 2回に及んだ選手は、次の 1試合を出場停止処分とする。 

(2) 1チームの最大試合数が 10試合以上 19試合以下の場合 

警告の累積が 3回に及んだ選手は、次の 1試合を出場停止処分とする。 

(3) 1チームの最大試合数が 20試合以上の場合 

     警告の累積が 4回に及んだ選手は、次の 1試合を出場停止処分とする。 

 ②前項各号の場合において、警告の累積による出場停止を繰り返した場合には、2回目以降 

   については、2試合の出場停止処分とする。 

 ③警告の累積による公式試合の出場停止処分は、同一競技会のみに適用されるものとし、 

   他大会に影響しない。 

４）競技規定第２項及び第３項で示す出場停止者は、フィールド，ベンチなどに立ち入ることはで

きないものとする。 また、観客席で試合を観戦することができるが、携帯電話等の機器を使

用する等の一切の方法により他の選手等への指示、助言等を行うことはできないものとす

る。守られない場合は、会場から退席して頂き、以降の処分について規律委員会にて協議し

決定する。 

５）競技時間は、40 分（前後半 20 分）のランニングタイム。ハーフタイムのインターバルは 5 分と

する。 

6）試合球は、日本協会フットサル公認球を使用する。 

7）シューズは、スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用できない。（靴底は飴色若し

くは、ノンマーキング表示が確認できるもののみ使用可。）但し、人工芝等のフットサル施設に

おいては、当該施設で許可されかつ主審が安全と認めたもののみ認める。 

8）レガース（すね当て）は、必ず着用すること。 

9）ベンチに着席出来る人数は、フットサル大会登録票及び役員登録票により本大会にあらかじ

め登録され、試合前に提出したメンバー票に記載された交代要員 9 名・役員 5 名の 12 名を

上限とする。 

10）フィールドプレーヤーとしてプレーした競技者がゴールキーパーとしてプレーする場合は、ゴ

ールキーパーのユニフォームと同色・同デザインであることを基本とする。また、事前に登録

されたゴールキーパー及びフィールドプレーヤーのユニフォームの中から選択し着用すること

もできる。但し、その試合で着用されるそれぞれのフィールドプレーヤー及び相手ゴールキー

パーの色と異なり、試合前のマッチコーディネーションミーティングにおいて主審に承認された

場合に限り着用を認められる。また、競技者が着用するユニフォームには試合前に提出した

メンバー票に記載されたその競技者自身の背番号を付けなければならない。なお、ケガや退

場処分等の突発的な諸事情によりゴールキーパーが不在でかつ準備が整っていない場合、

主審の判断によりゴールキーパーのユニフォームを前述以外のユニフォームで代用できるも

のとする。 

競 技 方 法 ： １）参加チーム数により開催方法を決定します。 

2) リーグの順位決定方法は 

  ①勝点合計の多いチームを上位とし順位を決定する。 

  ②勝点については 

勝ち＝3点、引き分け＝1点、負け＝0点、不戦敗＝-1点 

  ③勝点合計が同じ場合は、下記の順序により決定する。 

(1) 当該チーム間の対戦結果 

(2) 当該チーム間の得失点差 

(3) 当該チーム間の総得点数 

(4) リーグ内での総得失点差 

(5) リーグ内での総得点数 

(6) 下記に基づく警告、退場のスコアが少ないチーム 

・イエローカード 1枚：1ポイント 

・イエローカード 2枚によるレッドカード 1枚：3ポイント 

小出崎さま 

変わったっけ？ 
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・レッドカード 1枚：3ポイント 

・イエローカード 1枚に続くレッドカード 1枚：4ポイント 

(7) 抽選 

５）放棄試合が発生した場合は、勝点＝-1、得点＝0 点、失点＝5 点とする。さらに連絡無しの不

戦敗の場合は、次節以降の試合を没収し、その処置について本リーグ規律委員会において審

議・決定する。 

  

代 表 者 会 議 ： 日付：2013年 6月 16日（日） → 2013年 6月 23日(日)  

時間：11:00 → 18:00 開始予定 

会場：浦安市運動公園 総合体育館 5F 会議室 

住所： 浦安市舞浜 2番地 27 

電話：047-355-1110 

問 合 せ ：   チャレンジリーグ担当：千葉県サッカー協会フットサル連盟 担当 小出崎 

futsal-motoharu@emobile.ne.jp 
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